
この資料集について 1 - 竹島をめぐる出来事と資料集の位置付け
作成目的
　平成26年度から、内閣官房領土・主権対策企画調整室の委
託により、竹島に関する資料調査が行われてきた。委託業務に
より収集されてきた資料は、同室が設置している「竹島研究・解
説サイト」内の、「竹島資料ポータルサイト」に掲載され、また、資
料調査報告書が公表されている。
　「竹島資料ポータルサイト」は、竹島に関する資料を個別に紹
介するもので、資料画像（PDFファイル）と資料概要、内容見本
（関連部分の抜粋）や属性情報が表示されている。
　一方、資料調査報告書は、平成31年度版として総括報告書が
作成され、収集した資料のうち代表的なものを時代区分を設定
して紹介している。報告書には、テーマに応じた解説と資料の紹
介があるが、資料そのものについて紹介するものではない（その
ため、資料画像が完全に見られない場合がある）。
　そこで、調査研究や竹島についての理解促進に資することを
目的に、また、資料調査の成果活用の観点からも、テーマごとに
関連する資料を収録し、解説がともなった形で資料画像全体ま
たは竹島に直接関係する部分を見ることができるよう作成した
ものがこの資料集である。
　資料集の作成にあたっては、資料調査について助言を受ける
ために設置している、研究委員会（右にメンバー）の監修を受け
た。委員各位に厚く御礼申し上げる。
　また、この資料集に収録している資料は、それぞれ所蔵機関
または所有者の許諾を得て掲載している。開示にあたってご協
力いただいた関係機関、各氏に深謝する。

資料収録方針
　当該資料が長大ではない場合には全部を収録し、ページ数
が多数に及ぶ場合には特に竹島に関係する部分のみを収録し
た。資料画像は文字が読める大きさで掲載し、竹島に関係する
部分（場合によってはその前後）のテキストを「内容見本」として
タイプした。
　テキストのタイプにあたっては、旧字は基本的に新字に置き
換え（島根縣→島根県など）、判読が困難な文字は■とし、明ら
かな誤字や誤記をそのままタイプしている部分には「（ママ）」を
入れた。省略部分には「（略）」を入れている。

（1）竹島をめぐる出来事と時代区分の設定
　江戸時代、米子の町人（大谷家、村川家）が幕府の許可を得て鬱陵島に渡航し、その途次、竹島にお
いて漁猟に従事した。鬱陵島への渡航は、1618年（元和4年）に始まり（1625年との説もある）、1696年
（元禄9年）、いわゆる元禄竹島一件によって終わりを迎えるが、明治期に入り再び竹島の利用が活発と
なり、1905年、日本政府は閣議決定により竹島を島根県に編入し、隠岐島司の所管とした。その後、島
根県は漁業取締規則を改正し、竹島におけるアシカ漁を県知事の許可漁業とし、適格者を選定して鑑
札を与え官有地使用料を徴収するなど、日本は竹島に対して行政権等を行使し、それは、第二次世界大
戦終結まで平穏かつ継続的に行われた。
　戦後、サンフランシスコ平和条約により竹島は日本の領土としての地位に変動のないことが確認さ
れ、同条約の発効によって日本の竹島に対する行政権等の行使が再開した。しかしながら、1952年
（昭和27年）1月、韓国の李承晩大統領が「海洋主権宣言」を発し、公海上にいわゆる「李承晩ライン」を
設定してその内側に竹島を取り込み、1954年（昭和29年）以降、竹島を実力で占拠し、現在も不法占拠
を続けている。
　竹島研究・解説サイトでは、江戸時代を「時代区分I」、明治以降、第二次世界対戦終結までを「時代
区分II」、戦後、サンフランシスコ平和条約発効あたりまでを「時代区分III」、韓国による竹島の不法占
拠が顕在化していく時期を「時代区分IV」としている（次頁に時代区分と竹島をめぐる主な出来事）。

（2）資料集の位置付け
　この『竹島関係資料集1vol.1 竹島に対する平穏かつ継続的な行政権等の行使』は、まず、1905年
（明治38年）の、竹島を島根県に編入する閣議決定に至る経過を示す資料を収録している。次いで、所
管、登記、許認可、徴税などを通じて、日本が竹島に平穏かつ継続的に行政権等を行使してきたことを
示す資料を収録している。この資料集の位置付けを概括すると下記となる。
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資料集の位置付け

1905年（明治38年）に閣議決定により竹島が島根県に編入され、
県下にそれが告示された経緯と、日本が竹島に対して平穏かつ継続的に
行政権等を行使してきたことがわかる。
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